
【参考３】保安林の解除に係る森林法令３段表 

森林法 

（昭和26年法律第249号） 

森林法施行令 

（昭和26年政令第276号） 

森林法施行規則 

（昭和26年農林省令第54号） 

（指定） 

第25条 農林水産大臣は、次の各号（指定しようとする森林が民有林である場合

にあっては、第１号から第３号まで）に掲げる目的を達成するため必要がある

ときは、森林（民有林にあっては、重要流域（二以上の都府県の区域にわたる

流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定

するものをいう。以下同じ。）内に存するものに限る。）を保安林として指定

することができる。ただし、海岸法第３条の規定により指定される海岸保全区

域及び自然環境保全法（昭和47年法律第85号）第14条第１項の規定により指定

される原生自然環境保全地域については、指定することができない。 

一 水源のかん養 

二 土砂の流出の防備 

三 土砂の崩壊の防備 

四 飛砂の防備 

五 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備 

六 なだれ又は落石の危険の防止 

七 火災の防備 

八 魚つき 

九 航行の目標の保存 

十 公衆の保健 

十一 名所又は旧跡の風致の保存 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 前項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認める

ときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定する

ことができる。 

３ 農林水産大臣は、第１項第10号又は第11号に掲げる目的を達成するため前二

項の指定をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。 

４ 農林水産大臣は、第１項又は第２項の指定をしようとするときは、林政審議

会に諮問することができる。 

第25条の２ 都道府県知事は、前条第１項第１号から第３号までに掲げる目的を

達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安

林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第２項

の規定を準用する。 

２ 都道府県知事は、前条第１項第４号から第11号までに掲げる目的を達成する

ため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場

合には、同項ただし書及び同条第２項の規定を準用する。 

３ 都道府県知事は、前二項の指定をしようとするときは、都道府県森林審議会

に諮問することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解除） 

第26条 農林水産大臣は、保安林（民有林にあっては、第25条第１項第１号から

第３号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存する

ものに限る。以下この条において同じ。）について、その指定の理由が消滅し

たときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。 

２ 農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき

保安林の指定を解除することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 前二項の規定により解除をしようとする場合には、第25条第３項及び第４項

の規定を準用する。 

第26条の２ 都道府県知事は、民有林である保安林（第25条第１項第１号から第

３号までに掲げる目的を達成するため指定されたものにあっては、重要流域以

外の流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。）について、その

指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除し

なければならない。 

２ 都道府県知事は、民有林である保安林について、公益上の理由により必要が

生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。 

３ 前二項の規定により解除をしようとする場合には、第25条の２第３項の規定

を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 都道府県知事は、第１項又は第２項の規定により解除をしようとする場合に

おいて、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するとき

は、農林水産大臣に協議しなければならない。この場合において、当該保安林

が、第１号に該当するとき、又は第25条第１項第１号から第３号までに掲げる

目的を達成するため指定され、かつ、第２号に該当するときは、農林水産大臣

の同意を得なければならない。 

一 第25条第１項第１号から第３号までに掲げる目的を達成するため指定され

た保安林で、第１項又は第２項の規定により解除をしようとする面積が政令

で定める規模以上であるもの 

二 その全部又は一部が第41条第３項に規定する保安施設事業又は地すべり等

防止法第２条第４項に規定する地すべり防止工事若しくは同法第41条のぼた

山崩壊防止工事の施行に係る土地の区域内にある保安林 

（農林水産大臣の同意を要す

る保安林の指定の解除の規模

） 

第３条の３ 法第26条の２第

４項第１号の政令で定める

規模は、同条第１項の規定

により解除をしようとする

場合にあっては１ヘクター

ルとし、同条第２項の規定

により解除をしようとする

場合にあっては５ヘクター

ルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（指定又は解除の申請） 

第27条 保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はそ

の指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手

続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨

を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。 

２ 都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を農林水産

大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由し

なければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農

林水産大臣に進達しなければならない。但し、申請が第１項の条件を具備しな

いか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しない

で却下することができる。 

第28条 農林水産大臣又は都道府県知事が前条第１項の申請に係る指定又は解除

をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変

化が生じた場合でなければ、再び同一の理由で同項の申請をしてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保安林の指定等の申請） 

第48条 法第27条第１項の規定による保

安林の指定若しくは解除又は法第33条

の２第２項（法第44条において準用す

る場合を含む。）の規定による指定施

業要件の変更の申請は、申請書に次に

掲げる書類を添え、農林水産大臣又は

都道府県知事に提出してしなければな

らない。 

一 森林の位置図及び区域図 

二 当該申請者が国の機関の長又は地方

公共団体の長以外の者であるときは当

該申請者が当該申請に係る指定若しく

は解除又は指定施業要件の変更に直接

の利害関係を有する者であることを証

する書類 

２ 前項の書類のほか、当該申請者が保

安林を森林以外の用途に供すること 

（以下この項において「転用」とい 

う。）を目的としてその解除を申請す

る者であるときは、次に掲げる書類を

添付しなければならない。 

一 転用の目的に係る事業又は施設に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関する計画書 

二 転用に伴って失われる当該保安林

の機能に代替する機能を果たすべき

施設の設置に関する計画書 

三 前二号の事業又は施設の設置に関

し、他の行政庁の免許、許可、認可

その他の処分を必要とする場合に 

は、当該処分に係る申請の状況を記

載した書類（既に処分があったもの

については、当該処分があったこと

を証する書類） 

四 転用の目的に係る事業を行い、又

は施設を設置する者（国、地方公共

団体及び独立行政法人等登記令第１

条に規定する独立行政法人等を除 

く。）が、法人である場合には当該

法人の登記事項証明書（これに準す

るものを含む）、法人でない団体で

ある場合には代表者の氏名並びに規

約その他当該団体の組織及び運営に

関する定めを記載した書類、個人の

場合にはその住民票の写し若しくは

個人番号カードの写し又はこれらに



類するものであって氏名及び住所を

証する書類 

五 第一号及び第二号の事業又は施設

の設置に必要な資力及び信用がある

ことを証する書類 

六 前各号に掲げるもののほか、都道

府県知事が必要と認める書類 

（保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等） 

第29条 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらか

じめその旨並びに指定をしようとするときにあってはその保安林予定森林の所

在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第

１項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあってはその解除予

定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその

森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。その通知し

た内容を変更しようとするときもまた同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第30条 都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、農林水産省令

で定めるところにより、その通知の内容を告示し、その森林の所在する市町村

の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記

した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。この場合におい 

て、保安林の指定又は解除が第27条第１項の規定による申請に係るものである

ときは、その申請者にも通知しなければならない。 

第30条の２ 都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、農

林水産省令で定めるところにより、あらかじめその旨並びに指定をしようとす

 

 

 

 

 

 

 

 

（告示及び公示の方法） 

第49条 法第30条（法第33条の３及び第4

4条において準用する場合を含む。）及

び第30条の２（法第33条の３において

準用する場合を含む。）の規定による

告示並びに法第52条第１項の規定によ

る公示は、条例の告示と同一の方法に

よってするものとする。 



るときにあってはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林

の指定後における当該森林に係る第33条第１項に規定する指定施業要件、解除

をしようとするときにあってはその解除予定保安林の所在場所、保安林として

指定された目的及び当該解除の理由を告示し、その森林の所在する市町村の事

務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した

権利を有する者にその内容を通知しなければならない。その告示した内容を変

更しようとするときもまた同様とする。 

２ 前項の場合には、前条後段の規定を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保安林予定森林における制限） 

第31条 都道府県知事は、前二条の規定による告示があった保安林予定森林につ

いて、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、

立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更す

る行為を禁止することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（意見書の提出） 

第32条 第27条第１項に規定する者は、第30条又は第30条の２第１項の告示があ

った場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める

手続に従い、第30条の告示にあっては都道府県知事を経由して農林水産大臣 

に、第30条の２第１項の告示にあっては都道府県知事に、意見書を提出するこ

とができる。この場合には、その告示の日から30日以内に意見書を都道府県知

事に差し出さなければならない。 

２ 前項の規定による意見書の提出があったときは、農林水産大臣は第30条の告

示に係る意見書について、都道府県知事は第30条の２第１項の告示に係る意見

書について、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合におい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



て、都道府県知事は、同項の告示に係る意見書の写しを農林水産大臣に送付し

なければならない。 

３ 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは

、その期日の一週間前までに意見の聴取の期日及び場所をその意見書を提出し

た者に通知するとともにこれを公示しなければならない。 

４ 農林水産大臣又は都道府県知事は、第30条又は第30条の２第１項の告示の日

から40日を経過した後（第１項の意見書の提出があったときは、これについて

第２項の意見の聴取をした後）でなければ保安林の指定又は解除をすることが

できない。 

５ 農林水産大臣は、第30条の２第１項の告示に係る第１項の意見書の提出があ

った場合において、保安林として指定する目的を達成するためその他公益上の

理由により特別の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、保安林の

指定又は解除に関し必要な指示をすることができる。 

６ 前項の指示は、第２項の意見の聴取をした後でなければすることができな 

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定又は解除の通知） 

第33条 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに

指定をするときにあってはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保

安林に係る指定施業要件（立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後

において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種を

いう。以下同じ。）、解除をするときにあってはその保安林の所在場所、保安

林として指定された目的及び当該解除の理由を告示するとともに関係都道府県

知事に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 保安林の指定又は解除は、前項の告示によってその効力を生ずる。 

３ 都道府県知事は、第１項の通知を受けたときは、その処分の内容をその処分

に係る森林の森林所有者及びその処分が第27条第１項の申請に係るものである

ときはその申請者に通知しなければならない。 

４ 第１項の規定による通知に係る指定施業要件のうち立木の伐採の限度に関す

る部分は、当該保安林の指定に係る森林又は当該森林を含む保安林の集団を単

位として定めるものとする。 

５ 第１項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこ

の章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を

達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準

拠して定めるものとする。 

６ 前各項の規定は、都道府県知事による保安林の指定又は解除について準用す

る。この場合において、第１項中「告示するとともに関係都道府県知事に通知

しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、第３項中「

通知を受けた」とあるのは「告示をした」と、第４項及び前項中「通知」とあ

るのは「告示」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


